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諮問庁：国土交通大臣  

諮問日：平成２８年２月２２日（平成２８年（行情）諮問第１７２号） 

答申日：平成２８年１２月１５日（平成２８年度（行情）答申第５８６号） 

事件名：行政文書ファイル「平成２１年度 運輸に関する協定書」等に収めら

れた文書等の一部開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

別紙の２に掲げる文書（以下「本件対象文書」という。）につき，その

一部を不開示とした各決定について，諮問庁がなお不開示とすべきとして

いる部分は，不開示とすることが妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，関東運輸局長（以下「処分庁」とい

う。）が行った平成２４年９月３日付け関総総第２０３号の２による不開

示決定及び平成２５年１月８日付け関総総第３８５号による一部開示決定

（以下，順に「処分１」及び「処分２」といい，併せて「原処分」とい

う。）について取消しを求める。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求人が主張する審査請求の理由は，審査請求書の記載によると，

おおむね次のとおりである。 

   処分庁は，法５条２号イを理由として，運輸に関する協定書に添付され

ている契約書・解約書・協定書等の情報（以下，第２において「契約書

等」という。）を不開示としている。 

   しかし，次の部分については開示されるべきである。 

 （１）企画切符について 

    「『運輸に関する協定を締結した事業者』（以下，第２において「協定

事業者」という。）が各々運営する公共交通機関を複数以上にわたり利

用することが可能な切符であって，その運賃が『複数以上の協定事業者

の通常の運賃を合算した額』とは異なるもの」（以下「企画切符」とい

う。）について，開示された文書には運賃等の情報が記載されておらず，

企画切符の運賃等の情報は，不開示とされた契約書等に記載されている

可能性がある。 

    「公共交通機関の運賃及びこれに係る協定や契約等の情報」は広く公
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開される必要性があると考えられ，法５条２号ただし書の「人の生活又

は財産を保護するため，公にすることが必要であると認められる情報」

に該当する可能性があるため，開示されるべきである。 

 （２）その他について 

    上記（１）に示した部分のほか，次の部分は開示されるべきである。 

   ア 契約書等のうち，「法５条２号イに該当する部分」を最小限取り除

いた部分 

   イ 契約書等の「法５条２号イに該当する部分」のうち，法５条２号た

だし書に該当する部分 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求について 

（１）本件開示請求は，法に基づき，処分庁に対し，別紙の１に掲げる本件

請求文書の開示を求めてなされたものである。 

 (２）本件開示請求を受けて，処分庁は，平成２１年度ないし平成２４年度

の行政文書ファイル「運輸に関する協定書」のうち協定の届出書及び行

政文書ファイルの背表紙を特定し，その一部を不開示とする決定（平成

２４年９月３日付け関総総第２０３号，以下「関連処分」という。）を

行うとともに，別紙の２に掲げる本件対象文書を特定し，その全部を不

開示とする決定（処分１）を行った。 

（３）処分１に対し，審査請求人は，不開示とされた「契約書等に記載され

ている企画切符の運賃等の情報」等の開示を求め，国土交通大臣に対し

て審査請求を提起した。 

（４）処分庁は，本件審査請求を受け，処分１で開示されなかった別紙の３

に掲げる文書について追加開示する処分２を行った。 

２ 審査請求人の主張について 

上記第２のとおり。 

３ 運輸に関する協定書について 

   運輸に関する協定書は，鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）１８条

に規定されており，鉄道事業者が他の鉄道事業者と連絡運輸若しくは直通

運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするとき

に国土交通大臣に届け出るものである。 

４ 原処分に対する諮問庁の考え方について 

審査請求人の上記主張を踏まえ，以下，原処分の妥当性について検討す

る。 

（１）原処分の経緯について 

諮問庁として，処分庁に対し，原処分の経緯について確認したところ，

処分庁は以下のとおり説明する。 

運輸に関する協定書関連の文書の中には，契約書，解約書，協定書等
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の文書が含まれており，これらの文書は，通常，鉄道事業者において，

一般に公にしていない当該鉄道事業者の経営上の機微な情報に当たると

認められ，これらを公にすることにより各鉄道事業者の権利，競争上の

地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと認められるので，法

５条２号イに該当すると認められ，不開示としたものである。 

しかしながら，審査請求人は，「「企画切符」の運賃等の情報は開示す

べき」，「「法５条２号イに該当する部分」を最小限取り除いた残りの部

分に該当する部分は開示されるべきである。」，また「法５条２号ただし

書きに該当する部分は開示されるべきである。」との問題提起を行った

ことから，処分庁は，審査請求人の利益を考慮し，本件対象文書の再精

査を行ったところ，審査請求人が指摘する運賃等の情報が含まれている

部分として，別紙の３に掲げる追加開示文書（契約書等の添付資料）を

特定し，当該法人及び代表者の印の「印影」並びに事業者間で交わされ

た契約書・解約書・協定書・覚書については前述している理由により不

開示とし，「乗車券の発売による各社の運賃取得額」（以下「各社の運賃

取得額」という。）の情報は，企業の取引情報並びに内部情報に該当す

ると認められ，当該法人の詳細な事業計画を推察できる情報であること

から，これが公にされた場合には，当該法人の競争上の地位その他正当

な利益が侵害されるおそれがあることから，法５条２号イに該当すると

して不開示とし，追加処分を行ったものである。 

（２）原処分の妥当性について 

   ア 処分１の妥当性について  

     諮問庁として処分１を改めて確認したところ，契約書等の文書につ

いては，契約当事者間において個別に協議して契約条件を決定して

おり，契約当事者間以外には公にしていない経営上の機微な情報が

含まれることから，これらを公にすることにより契約当事者間の権

利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものと判

断できることから，法５条２号イに該当し，不開示としたことは妥

当と考えるが，契約書等に記載されている件名，期間，当事者の名

称及び住所については，鉄道事業者が処分庁に対して届け出る様式

に記載されている事項であることから，公にすることにより，当該

法人の権利，競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがない

ものと判断できることから開示するべきと考える。  

   イ 法５条２号ただし書の該当性について 

     審査請求人は，法５条２号ただし書に該当する部分は開示すべきで

あると主張しているが，諮問庁として，本件対象文書を確認したと

ころ法５条２号ただし書に記載される「人の生命，健康，生活又は

財産を保護するために公にすることが必要な情報」は確認できなか
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った。 

ウ 処分２について 

「各社の運賃取得額」の情報については，契約当事者間において個

別に協議・折衝の上で決定され，契約当事者以外には一切公表され

ていないものである。当該情報が公開された場合には，例えば，鉄

道事業者甲と鉄道事業者乙が既に運輸協定を締結していて，甲と競

合区間を運行している鉄道事業者丙が新たに乙との運輸協定を締結

しようとする場合に，丙が乙に対し，甲と乙との間の運輸協定にお

ける乙の運賃取得額を上回る運賃取得額を提示することで，乙から

甲に対して運輸協定の破棄または運賃取得額の上方修正の依頼がな

されることが想定され，甲の競争上の地位が害されるおそれがある。

したがって，「各社の運賃取得額」の情報については，これらを公に

することにより各鉄道事業者等の権利，競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるものと考えられ，法５条２号イに該当し，

不開示としたことは妥当である。 

５ 結論 

以上のことから，法５条２号イに該当するとして一部不開示とした原処

分については，契約書等における件名，期間，当事者の名称及び住所を開

示することとし，その余の部分については，原処分を維持することが妥当

であると考える。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２８年２月２２日  諮問の受理 

   ② 同日          諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年３月７日      審議   

④ 同年１１月１０日    本件対象文書の見分及び審議  

⑤ 同年１２月１３日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件審査請求について 

本件開示請求は，別紙の１に掲げる本件請求文書の開示を求めるもので

あり，処分庁は，関連処分を行うとともに，本件対象文書を特定し，その

全部を法５条２号イに該当するとして不開示とする処分１を行った。 

  処分１に対し，審査請求人が不開示部分を開示すべきと主張して審査

請求を行ったところ，処分庁は，本件対象文書の一部を追加開示する処

分２を行った。 

  しかしながら，処分２においても法５条２号イによる不開示が維持さ

れており，審査請求人は，引き続き不開示部分の開示を求めていると解

されるところ，諮問庁は，不開示部分のうち契約書等における件名，期



 

 5 

間，当事者の名称及び住所は開示するものの，その余の部分は不開示を

維持するのが妥当であるとしている。 

そこで，以下，本件対象文書の見分結果を踏まえ，諮問庁がなお不開

示とすべきとしている部分（以下「本件不開示維持部分」という。）の不

開示情報該当性について検討する。 

２ 本件不開示維持部分の不開示情報該当性について 

（１）本件不開示維持部分について 

ア 当審査会において本件対象文書を見分したところ，本件対象文書は，

行政文書ファイル「運輸に関する協定書」につづられた文書の一部で

ある。同ファイルには，ⅰ）運輸に関する協定の届出書（以下「届出

書」という。），ⅱ）届出書の添付書類である契約書・解約書・協定

書・覚書の写し（以下「契約書等」という。），ⅲ）契約書等の添付資

料（以下「添付資料」という。）の３種類の文書が各協定ごとにつづ

られており，これらの文書のうち契約書等及び添付資料が本件対象文

書である。届出書は関連処分で一部開示され，本件対象文書は処分１

でその全部を不開示とされたが，本件対象文書のうちの添付資料が処

分２で一部開示されている。 

イ 処分１及び処分２を通じて不開示とされた部分は，①契約書等の全

部，②添付資料に押印されている鉄道事業者の法人印及び代表者印の

各印影，③添付資料のうち「乗車券の発売による各社の運賃取得額」

である。 

ウ 審査請求人は，審査請求書において，「企画切符の運賃等の情報」，

「契約書等のうち法５条２号イに該当する部分を最小限取り除いた残

りの部分」及び「契約書等の法５条２号イに該当する部分のうち同号

ただし書に該当する部分」の開示を求めているところ，審査請求人の

いう「最小限」が何を指すのか明らかではないので，結局，原処分で

不開示とされた部分全部の開示を求めるものと解するほかない。 

エ これに対し，諮問庁は，上記１のとおり契約書等の件名，期間，当

事者の名称及び住所を開示するとしているので，本件不開示維持部分

は，①契約書等の件名，期間，当事者の名称及び住所を除く部分（以

下「本件不開示維持部分１」という。），②添付資料に押印されている

鉄道事業者の法人印及び代表者印の各印影（以下「本件不開示維持部

分２」という。），③添付資料のうち「乗車券の発売による各社の運賃

取得額」（以下「本件不開示維持部分３」という。）である。 

（２）不開示情報該当性について 

  ア 本件不開示維持部分１について 

  （ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，本件不開示維持部分

１を不開示とすべき理由について改めて確認させたところ，諮問庁
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は，おおむね以下のとおり説明する。 

契約書等は，鉄道事業者等が鉄道事業法１８条に基づき運輸に関

する協定の届出をするに当たり，届出書に添付されるものである。

契約書等に記載された情報のうち件名，期間，当事者の名称及び住

所は，届出書に記載される事項であって特段秘匿すべき情報ではな

いから，開示することとするが，本件不開示維持部分１には，運輸

に関する契約等の詳細な内容が記載されており，これらは鉄道事業

者間で個別に協議・折衝の上で契約条件等を決定したものであって，

当該鉄道事業者以外には知り得ない経営上の機微な情報に当たると

認められ，公にすることにより当該鉄道事業者の権利，競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがある。 

したがって，本件不開示維持部分１は，法５条２号イの不開示情

報に該当し，不開示とするのが妥当と考える。 

（イ）本件不開示維持部分１には運輸に関する契約等の詳細な内容が記

載されていることからすると，これを公にすることにより当該鉄道

事業者の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあ

る旨の上記諮問庁の説明は否定し難い。 

   したがって，本件不開示維持部分１は，法５条２号イに該当し，

不開示とすることが妥当である。 

イ 本件不開示維持部分２について 

（ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，本件不開示維持部分

２を不開示とすべき理由について改めて確認させたところ，諮問庁

は，おおむね以下のとおり説明する。 

行政文書開示決定通知書に記載したとおり，添付資料に押印され

ている鉄道事業者の法人印及び代表者印の各印影については，公に

した場合，当該法人の各種書類等の偽造に悪用されて当該法人の正

当な利益を害するおそれがあり，法５条２号イに該当する。 

（イ）本件不開示維持部分２について，公にすることにより当該法人の

各種書類等の偽造に悪用され，当該法人の正当な利益を害するおそ

れがある旨の上記諮問庁の説明は首肯できる。 

したがって，本件不開示維持部分２は，法５条２号イに該当し，

不開示とすることが妥当である。 

ウ 本件不開示維持部分３について 

  （ア）当審査会事務局職員をして，諮問庁に対し，本件不開示維持部分

３を不開示とすべき理由について改めて確認させたところ，諮問庁

は，おおむね以下のとおり説明する。 

     本件不開示維持部分３は，添付資料に記載された「乗車券の発売

による各社の運賃取得額」であり，この情報は，本件不開示維持部
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分１と同様に，鉄道事業者間で個別に協議・折衝の上決定された契

約内容であって，当該鉄道事業者の経営上の機微な情報に当たると

認められる。したがって，本件不開示維持部分３は，公にすること

により当該鉄道事業者の権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあり，法５条２号イに該当する。 

  （イ）本件不開示維持部分３については，本件不開示維持部分１と同様

に，公にすることにより当該鉄道事業者の権利，競争上の地位その

他正当な利益を害するおそれがある旨の上記諮問庁の説明は否定し

難い。 

したがって，本件不開示維持部分３は，法５条２号イに該当し，

不開示とすることが妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

審査請求人は，その他種々主張するが，いずれも当審査会の上記判断を

左右するものではない。 

４ 本件各決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象文書につき，その一部を法５条２号イに該当

するとして不開示とした各決定については，諮問庁が同号イに該当すると

してなお不開示とすべきとしている部分は，同号イに該当すると認められ

るので，不開示とすることが妥当であると判断した。 

（第５部会） 

  委員 南野 聡，委員 椿 愼美，委員 山田 洋   
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別紙 

 

１ 本件請求文書 

行政文書ファイル「運輸に関する協定書」について，各年度のファイルに

収められた文書のうち，下記に示す文書 

① 平成２１年度のファイルのうち，下記⑤及び⑥に示す文書 

② 平成２２年度のファイルのうち，下記⑤及び⑥に示す文書 

③ 平成２３年度のファイルのうち，下記⑤及び⑥に示す文書 

④ 平成２４年度のファイルに収められた文書の全て，及び下記⑥に示す文

書 

⑤ 特定鉄道事業者Ａの文書の全て。及び，「ファイルに収められた特定鉄

道事業者Ａの文書」を除いた文書のうち，上からとじられている順に２０

０枚。 

⑥ ファイルから「まとめられた行政文書」を除いた部分のうち，局が記載

した部分の一切。即ち，局が作成した当該ファイルに係る文書（目録等），

及びファイルの表紙（背表紙や内表紙を含む）に局が記載した部分（文書

整理ラベルシール他）。 

 

２ 本件対象文書 

以下の文書のうち契約書・解約書・協定書・覚書の写し（添付資料を含

む。） 

 （１）「平成２１年度運輸に関する協定書」のうち次の文書 

① 特定鉄道事業者Ａが当事者として含まれている文書 

 ② ①の文書を除き，行政文書ファイルの上から２００枚分の文書 

（２）「平成２２年度運輸に関する協定書」のうち，次の文書 

① 特定鉄道事業者Ａが当事者として含まれている文書 

② ①の文書を除き，行政文書ファイルの上から２００枚分の文書 

 （３）「平成２３年度運輸に関する協定書」のうち，次の文書 

① 特定鉄道事業者Ａが当事者として含まれている文書 

② ①の文書を除き，行政文書ファイルの上から２００枚分の文書 

（４）「平成２４年度運輸に関する協定書」のうち，次の文書 

① 文書の全て 

 

３ 追加開示文書 

（１）「平成２１年度運輸に関する協定書」のうち，次の文書 

① 特定鉄道事業者Ａが当事者として含まれている文書 

【１頁追加】 

② ①の文書を除き，行政文書ファイルの上から２００枚分の文書 
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【１７頁追加】 

（２）「平成２２年度運輸に関する協定書」のうち，次の文書 

① 特定鉄道事業者Ａが当事者として含まれている文書 

【１頁追加】 

② ①の文書を除き，行政文書ファイルの上から２００枚分の文書 

【２９頁追加】 

（３）「平成２３年度運輸に関する協定書」のうち，次の文書 

① 特定鉄道事業者Ａが当事者として含まれている文書 

【１頁追加】 

② ①の文書を除き，行政文書ファイルの上から２００枚分の文書 

【１７頁追加】 

（４）「平成２４年度運輸に関する協定書」のうち，次の文書 

① 文書の全て                  

【２９頁追加】 

 




